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港湾計画の作成は次のように区分されます

（１）策 定
新たに港湾計画を策定

（２）改 訂
港湾計画の方針又は港湾の能力を著しく変更

（３）一 部 変 更
港湾計画の方針又は港湾の能力に著しい変更を生じない
部分的な変更

（４）軽 易 な 変 更
港湾法施行規則第１条の12に規定された比較的規模が
小さい変更

１ 港湾計画の「軽易な変更」について
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２－１ 変更箇所

長浦地区

計画変更箇所



２－２ 変更の必要性

5

①日米地位協定に基づく日米合同委員会において、平成30年11月、神奈川県内
の米軍施設・区域の整理等について合意がなされた。

②その中で、米軍浦郷倉庫地区（横須賀港長浦地区周辺）において米軍の桟橋を
整備することについて日米が合意した。

③整備内容として、桟橋等整備及び航路・回頭水域等の浚渫が予定されている。

④航路・回頭水域等の浚渫について、公共水域を現計画水深よりも増深すること
になるため、港湾計画を変更する必要がある。



２－３ 整備等の概要
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最大積載時排水量(ｔ) 全長(m) 型幅(m) 喫水(m)

対象船舶１ 9,558 173.1 16.8 10.4

対象船舶２ 8,408 153.9 17.8 10.2

桟橋整備

浚渫



２－４ 現在の状況

①港内側（１）の様子

③港外側の様子

①

②港内側（２）の様子

② 米軍施設

③
米軍施設

深浦ボートパーク

漁協組合

自衛隊施設

自衛隊施設
民間施設
官公庁施設
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２－４ 現在の状況

長浦地区
水域施設計画
【現況：航空写真】

提供施設・水域

提供施設・水域
泊地
（-10.0）

泊地
（-11.0）

航路
（-11.0）
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【提供施設・水域とは】

・日米安全条約及び地位協定
に基づき、日本政府が米国に
提供する「施設及び区域」。



２－５ 現在の計画
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２－６ 変更計画の概要
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【水深】
・対象船舶の喫水10.4mの
1.1倍以上を確保するとして、
航路水深等を-11mから-11.5m
に変更することが必要

【回頭水域】
・現在の航路を含む水域で

回頭することになるため、航路
から航路・泊地へ変更

・回頭水域として対象船舶の
船長の２倍の広さを確保
（直径346m）

【泊地】
・新規桟橋前面まで水深を
-11.5mとする必要があるため、
泊地（-10m、-11m）の範囲を
変更

346m



２－６ 変更計画の概要

施設名 変更前 変更後

長浦航路
【既設の変更計画】

B=248.0m
水深-11.0m

B=248.0m
水深-11.5m

航路・泊地
【新規計画】

－ 水深-11.5m
浚渫面積3.6ha

泊地（長浦地区寄り）
【既設の変更計画】

水深-11.0m 水深-11.0m※

泊地（本港地区寄り）
【既設の変更計画】

水深-10.0m 水深-10.0m※

※浚渫の影響により、泊地範囲の変更
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２－６ 変更計画の概要

長浦地区
水域施設計画
【現況：航空写真】

航路
（-11.5）

航路・泊地
（-11.5）

提供施設・水域

今回計画
長浦航路
-11.5ｍ 幅員248ｍ
[既設の変更計画]

今回計画
泊地 -10.0ｍ
[既設の変更計画]

今回計画
泊地 -11.0ｍ
[既設の変更計画]

今回計画
航路・泊地
-11.5ｍ 面積3.6ha [新規計画]

提供施設・水域
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泊地
（-11.0）

泊地
（-10.0）

泊地
（-11.5）



２－６ 変更計画の概要

入港時 出港時

※出入港時のいずれも「港湾の施設の技術上の指針・同解説」に記載してある
「安全な回頭に支障を及ぼさない広さ２L」を確保している。
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長浦地区

船舶の大型化に対応するため、航路及び泊地を次のとおり計画する。

１－１ 航路
長浦地区 長浦航路 水深１１．５ｍ 幅員２４８ｍ [既設の変更計画]

１－２ 泊地
長浦地区
泊地１１ｍ [既設の変更計画]
泊地１０ｍ [既設の変更計画]

１－３ 航路・泊地
長浦地区 水深１１．５ｍ 面積４ｈａ [新規計画]

※港湾計画上、面積は１ｈａ単位で示す今回計画

航路
長浦地区 長浦航路 水深１１ｍ 幅員２４８ｍ

泊地
長浦地区
泊地１１ｍ
泊地１０ｍ

既定計画
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２－７ 港湾計画書の変更



２－７ 港湾計画書の変更

既定計画 今回計画
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（１）大気質への影響と評価
大気質の負荷が著しく増大するものではないため軽微

（２）騒音・振動による影響と評価
発生集中交通量が著しく増大するものではないため軽微

（３）潮流への影響と評価
浚渫深さが大きくないため軽微

（４）水質への影響と評価
新たな汚濁負荷が著しく増大するものではないため軽微

（５）生態系への影響と評価
潮流、水質に与える影響が軽微であると予測されるため軽微

今回の計画変更に伴う環境への影響について検討した結果、その影響は軽微であると
考えられる。

なお、今後とも環境保全については十分配慮するとともに、今回計画の実施にあたって
は、工法・工期等について十分検討し、十分な監視体制のもとに、環境に与える影響を小
さくするよう慎重に行うものとする。
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２－８ 環境への影響と評価
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